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0 本日の会議に付した案件

(1)報告事項

①原町区の用途地域の見直し (素案)に係るパブリックコメント手続の実施について

②飯崎産業団地整備基本方針等(素案)に係るパブリラクコメント手続の実施について

③小高復興産業団地 (フ ロンティアパーク)整備基本計画 (素案)に係るパブリック

コメント手続の実施について
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1 開会                          年後 l時 57分開始

■原町区地域振興課係長

委員の皆様には、お忙しいところご出席いただきまして誠にありがとうございま
す。皆様お集まりいただきましたので、定刻前ではありますが、ただいまより令和

4年度第8回原町区地域協議会を開会いたします。

2 会長あいさつ

■原町区地域振興課係長

はじめに、原町区地域協議会平間勝成会長からご挨拶を頂戴いたします。

◇会長

(会長あいさつ)

3 議事

■原町区地域振興課係長

これから議事に入りますが、これ以降は、会長が座長になり会議の進行をお願い

いたします。

(1)会議録署名人の指名

◇議長

それでは、次第により議事を進めてまいります。

はじめに、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人には、村上委員と志賀委員
の2人にお願いします。

(2)書記の指名

◇議長

次に、書記の指名ですが、書記は原町区地域振興課北原主事を指名します。

(3)報告事項

◇議長

それでは、次第3(3)の 報告事項① 「原町区の用途地域の見直し (素末安)に係

るパブリック圭メント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■都市計画課

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等ありましたらお願いします。

◎平間会長

三島町を準工業地域に見直すとの件ですが、先ほどの説明ではなんでも出来ると

いうようなことでしたが、工業地域と同じなのでしょうか。それとも、ある程度制

限がかかるのでしょうか。準工業地域と工業地域の違いを教えてください。三島町

が準工業地域になることで、ゆめはっとの西側に工場が出来る可能性もあるという

ことでいいですか。
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■都市計画課

法律上は、そ うい う解釈にな ります。工業地域 と準工業地域の違いは、工業地域

に建てられて準工業地域には建てられないものがあるとい うことです。危険性が大

きい工場は準工業地域には建てられません。例えば、九二製紙がある工業地域はほ

ぼほぼどんな工場でも建てられますが、三島田丁二丁 目を準工業地域 としたのは、現

在ゆめはつとと市役所現庁舎が準工業地域になってお り、同じ地域 とするために整

チ里をするものです。新庁舎建設予定の位置が用途変更地域のほとんどを占めますの

で、予定どおりの建設となりますと、別の建物が出来る余裕はありませんので、工

場が出来るということは考えておりません。

◎村上委員

用途見直し地域のなかで、新庁舎の割合はどの位ですか。 100パ ーセントなの

ですか。

■都市計画課                      . i i  十  ●

現在の駐車場北側には藤崎周辺の既存の住宅が 4、 5軒ありますが、そこだけを

そのままの第す種中高層住宅専用地域に残しておくことが出来ませんでした。それ

らも準工業地域になりますので、新庁舎に関しての割合は 8′割位です。

◎村上委員

新庁舎以外は小さな店舗等も含めて、新しく何かを造るということではないので

すね。

■都市計画課

今のところは未利用の用地もありませんし、話も聞いていませんので、新庁舎が

できるだけです。

◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で① 「原町区の用途地域の見直し (素

案)に係るパブリックコメント手続の実施について」報告事項を終ります。

続きまして② 「飯崎産業団地整備基本方針等 (素案)に係るパブリックコメント手

続の実施について」担当課から説明をお願いします。

四公有財産管理課

(説 明)

◇議長
只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願いします。

◎奥村委員

3点お聞きします。 1点が資料 2-2の 4ページの財源についてですが、市の持

ち出しはないということでいいですか。 2点 目ですが、産業団地候補地について前

倒しで供用を開始する場合もあるとのことですが、一体的なのか、別々の範囲での

前倒しの供用になるのですか。例えば一体的に販売を求められても、別々に販売す

るのでしょうか。 3点 目ですがヽ 市内工業団地の販売価格は平米当たり1万円位か
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と思いますが、小高の工業団地の販売価格についてもその位でしようか。

■商工労政課

一般財源で市の手出しはありません。全て特定財源となります。また、前倒しの

関係についてですが、1.4ヘクタールは西都運動場なので新たな造成はありませ

ん。ここは国の財源を投入し新たな造成をすることのないところですので、企業に

希望があれば前倒してお渡しできます。隣の1.9ヘクタールは国の財源を投入し、

校舎を解体することから5年度いっぱいはかかる予定です。これらの2ヶ 所を切り

離し1.4ヘクタールの方は前倒してお渡しすることが可能です。また、 1.9へ
クタールは校舎解体から国の財源を投入しますので賃借のみの供用です。 1.4ヘ
クタールの方は財源を使いませんので、賃借も販売も出来る、柔軟な対応の出来る

ところです。売却価格については、近傍の市場価格と正規取引の金額及び造成費の

価格の兼ね合いで出すところではありますが、 1.4ヘ クタールの方は造成をしな

いので、近傍の市場価格を基に設定致します。なお、年間の貸付料に関しましては、

固定資産評価額の4パーセントにさせていただこうと計画しています。

◎田中委員

全体の素案に異論はありません。

国からの特定財源とのことですが、すでに自治体として交付を受けたものなので

すか。もしまだであるなら、供用開始は令和 5年度や 6年度ですが、国からの財源

はいつ頃になるのでしょうか。

■商工労政課

財源の交付のタイミングですが、整備の方針について国にご提案ご報告をさせて

いただいており、情報を整理するために設計の業務を進めております。そちらにつ

きましては、すでに交付を受けております。設計の成果を基に正規に工事費を積算

していきますので、今後工事費につきましては交付の手続きを踏んでいく流れです。

◎田中委員

財源についてはほぼ確保出来ているとい うことでよろしいですね。

震災か ら11年 とい うことで、中央からの援助は徐々に無 くなつていく時期を迎

えてきていると思います。国の交付金は年度 ごとに切 り分けられているで しようか

ら、見込んでいたら財源確保 出来なかつたとか、減額 されてしまったとい うとこに

ならないか心配でしたので、お話を聞いて安心 しました。

もう 1点お聞きしますが、今回金房小学校を解体 し供用スペースを作るとのお話

ですが、福浦小学校、鳩原小学校はどのような計画があるのでしょうか。あれば教

えてください。

■公有財産管課

他の 2校は耐震が確保 されています。土地 と建物をセ ットでの利活用を考えてい

ます。民間企業に売去,や貸付 も考え、庁内で検討をし、ある程度方向性が決ま りま

したら、地域の皆さんにご説明ができればと考えています。

◎村上委員

小高復興産業団地の件ですが、 2ページに 「フロンティアパーク」とい う言葉が
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出てきますが、これは何ですか。

■商工労政課

フロンティアパ‐クの説明については、次に説明いたしますが、飯崎とは別で小

高区の国道 6号の東側にある川原田という所の整備予定地で、小高復興産業団地で

通称が「フロンティアパーク」です。

◎本間副会長

産業用地に需要があり整備が求められているとのことですが、実際どうい う企業

が希望をしているのでしょうか。

■商工労政課

資料 2-3飯 崎産業団地整備基本方針等 (素案)の 4ページの中段ですが、延べ

20社、約 34ヘクタールの引き合いが令和 3年 10月 1 日より令和 4年 9月 30
日までの期間にあ ります。業種 としては製造業や小 さな研究施設など様々です。そ

れに基づいて国に事業費を要求 して、整備をすることになつています。

◇議長
その他、ご意見ご質問がなければ、以上で②「飯崎産業団地整備基本方針等 (素

案)に係るパブリックコメント手続の実施について」報告事項を終ります。続きまし

て、③「小高復興産業団地 (フ ロンティアパーク)整備基本計画 (素案)に係るパ

ブリックコメント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■商工労政課

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等ありましたらお願いします。

◎本間副会長

資料 3-2に、土地利用計画図 (案)がありますが、農地を令和 8年度には産業

団地として供用が開始されるとのようですが、農地法の問題や買取価格等について、

すでに決まっているということですか。

■商工労政課

この様な工業団地を進めるにあた り、一番の問題は土地の確保についてです。幸

いここは、ほ場整備の計画地で、約 80ヘクタールのほ場整備計画のあるうちの約

3割に当たる 24ヘクタールを非農用地 として提供いただき、産業用地に活用 しま

す。ほば同意を得 られています。

◎奥村委員

津波地帯の水 田で軟弱地盤ですので、工業団地として適切か疑間です。 どんな

議論をしてきたので しょうか。
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■商工労政課

産業団地の立地を検討することについて、提供までのズケジユールが大事で した。

通常です と、山でも田んばでも相対で買収を進めますが、時間を割 くことができま

せんで した。整備計画を進めるにあた り、大規模な土地の確保が必要 となることか

ら、ほ場整備計画 と一緒に進めていこうとい う方向性で立案 されました。福島ロボ

ットテス トフィール ドとの相乗効果が期待 されるなかで、国道 6号のそばにあるこ

と、これから整備 される小高スマー トインターチェンジが利用 しやすいことなどを

総合的に考え、場所の選定をしま した。地盤が軟弱で適 さないのではないかとい う

お話は、地元の方々から多数いただいてお ります。設計業務を進めてお りますので、

企業に提供できる土地として品質を担保できるように、地盤改良の方法について検

討させていただいてお ります。

◎奥村委員

国道より低い土地ですので、最低でも国道より高くする盛り土が必要だと思いま

す。膨大な盛り土が必要になると思いますが、土はどこから持ってくるのでしょう
か。また、予想される盛り上の量はどの位になるのでしょうか。それも含めて予算
が膨らむと思いますが、どのような検討をされたのでしょうか。

■商工労政課

予算規模につきましては、萱浜のロボットテス トフィール ド、復興工業団地を一

つの例にして予算を立てましたが、軟弱地盤対策、津波洪水対策等の盛 り土を考え

るとそれ以上の金額になっているところです。それについての方法、工夫、盛 り土

をどこから持つてくるかなどを検討 しているところです。造成高につきましては、

道路 とフラットになることを基本に置き、津波や洪水のことも考え、実施設計に向

かって総合的にシュミレーション等を行いながら計画 しているところです。

盛 り土につきましては、基本的に購入土を考えていますが、小高区の方からは小

高川の浚渫工事をしているので、浚渫土を利用 したらいいのではないかとい う提案

をいただいているところであり、また、除染事業で使用 した遮蔽上が余つているの

であれば、それを利用するのも選択肢のひとつではないかと考えています。

◎奥村委員

スマー トインタエチェンジができるとい うことなので、会社 としたら利便性が高
い、高速道路の近 くを求めるで しょう。変電所の周辺の小屋木地区の山は、インタ
ーチェンジから2キ ロか 3キ ロぐらいで近いです。また、遮蔽土も含めて、山を削

り土を掘つているところです し、規模的にも小高フロンティアパークとあま り変わ

らないです。要望があれば東に削つていくことも可能なところですが、検討はされ

たのでしょうか。

■商工労政課

小高フロンティアパークにつきましては、財源確保があり、一定程度終了時期が

決まっているため、あま り用地交渉に時間をかけられないとい うことがあり、ほ場

整備の計画に乗つかったとい うことです。なぜここにしたかと言います と、国家プ
ロジェク トとしてのイノベーション施設 として、萱浜のロボッ トテス トフィール ド

との関連、浪江に進出予定の国際研究教育機構 との連携を図るには高速道路や国道
6号の近 くが適切ではないかと考え、選定 したものです。
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◇議長
その他、ご意見ご質問がなければ、以上で報告事項を終ります。

4 その他

5 閉会                          年後 3時 20分終了
■原町区地域振興係長

以上をもちまして、第 8回原町区地域協議会を閉会といたします。ありがとうご

ざいました。

以上のとお り相違あ りません。

会長

手 武 務 戎
会議録署名人

, 会議録署名人

符 H 身

詩
i切

叩〕

ヵ 、ヽじ′
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